
平成年月日 水曜日 第号官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
五
号

予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
予
防

接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
第
一
条
の
三
及
び
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防
接
種
法
施
行
規
則
及
び
予
防

接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

予
防
接
種
法
施
行
規
則
及
び
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
八
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

七

Ｂ
型
肝
炎
に
係
る
予
防
接
種
の
対
象
者
に
あ
っ
て
は
、
Ｈ
Ｂ
ｓ
抗
原
陽
性
の
者
の
胎
内
又
は
産
道
に
お
い
て

Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
者
で
あ
っ
て
、
抗
Ｈ
Ｂ
ｓ
人
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
の
投
与
に
併
せ
て
組
換
え
沈

降
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
の
投
与
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者





第
五
条
の
表
水
痘
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

Ｂ
型
肝
炎

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

急
性
散
在
性
脳
脊
髄
炎

二
十
八
日

ギ
ラ
ン
・
バ
レ
症
候
群

二
十
八
日

視
神
経
炎

二
十
八
日

脊
髄
炎

二
十
八
日

多
発
性
硬
化
症

二
十
八
日

末
梢
神
経
障
害

二
十
八
日

そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ
っ

て
、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障
害
に

至
る
も
の
又
は
死
亡
若
し
く
は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お
そ
れ
の

あ
る
も
の

予
防
接
種
と
の
関
連

性
が
高
い
と
医
師
が

認
め
る
機
関

第
五
条
の
表
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
項
中
「
血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

二
十
八
日
」を

血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

視
神
経
炎

脊
髄
炎

二
十
八
日

二
十
八
日

二
十
八
日
」

に
改
め
る
。

「

対

象

者

方

法

予
防
接
種
の
開
始
時
に
一
歳
以

上
十
歳
未
満
で
あ
る
者

組
換
え
沈
降
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二

回
皮
下
に
注
射
し
た
後
、
第
一
回
目
の
注
射
か
ら
百
三
十
九
日
以
上
の
間

隔
を
お
い
て
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・

二
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
回
目
以
降
の
接
種
の
開
始

時
に
十
歳
以
上
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注
射
す
る

も
の
と
し
、
第
二
回
目
以
降
の
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す

る
。

予
防
接
種
の
開
始
時
に
十
歳
以

上
で
あ
る
者

組
換
え
沈
降
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二

回
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注
射
し
た
後
、
第
一
回
目
の
注
射
か
ら
百
三
十
九

日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と

し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

平成年月日 水曜日 第号官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
Ｂ
型
肝
炎
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
の
注
射
で
あ
っ
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
実
施
規
則
第
二
十
一
条
に

規
定
す
る
Ｂ
型
肝
炎
の
注
射
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、当
該
注
射
を
同
条
に
規
定
す
る
Ｂ
型
肝
炎
の
注
射
と
、

当
該
注
射
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
注
射
を
受
け
た
者
と
み
な
し
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す

る
。

第
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
一
条
の
五
第
一
項
中
「
程
度
が
」
の
下
に
「
減
退
し
、
又
は
」
を
加
え
る
。

（
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

予
防
接
種
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
章

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
（
第
二
十
一
条
）

第
十
一
章

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
二
十
二
条
）」を
「
第
十
章

Ｂ
型
肝
炎
の

第
十
一
章

イ
ン
フ
ル

第
十
二
章

高
齢
者
の

予
防
接
種
（
第
二
十
一
条
）

エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
（
第
二
十
二
条
）

肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
二
十
三
条
）」に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
水
痘
」
の
下
に
「
、
Ｂ
型
肝
炎
」
を
加
え
、「
第
十
一
章
」
を
「
第
十
二
章
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
予
防
接
種
の
初
回
接
種
」
を
「
定
期
の
予
防
接
種
」
に
、「
一
回
目
」
を
「
第
一
回
目
」
に
、「
二
回

目
」
を
「
第
二
回
目
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
十
一
章
を
第
十
二
章
と
す
る
。

第
二
十
一
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
十
章
を
第
十
一
章
と
し
、
第
九
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
十
章

Ｂ
型
肝
炎
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

第
二
十
一
条

Ｂ
型
肝
炎
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
組
換
え
沈
降
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
を
二
十
七
日
以
上
の
間
隔
を

お
い
て
二
回
皮
下
に
注
射
し
た
後
、
第
一
回
目
の
注
射
か
ら
百
三
十
九
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
皮
下
に
注

射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
二
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

２

令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｂ
型
肝
炎
の
定
期
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
Ｂ
型
肝
炎
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
者
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
方
法
で
予
防
接
種
を
行
う
も
の
と

す
る
。




